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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年11月28日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

の２の規定に基づき、株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部訂正すべ

き事項がありましたので、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】

２　報告内容

　（２）決議事項の決定

第４号議案　子会社である株式会社カーブスホールディングスの普通株式の現物配当（株式分配型スピンオ

フ）の実施の件

 ホ　配当の条件

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

ホ　配当の条件

①カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所の上場承認を得られること及び②新規

上場に際してカーブスホールディングスの新株式発行が実施される予定である（当該実施のために必要な決定が

なされ、中止されていない。）ことを配当の効力発生の条件とする。

カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所の上場承認を得られること及び②新規上

場に際してカーブスホールディングスの新株式発行が実施される予定である（当該実施のために必要な決定がな

され、中止されていない。）ことを配当の効力発生の条件とする。

 
(訂正後）

ホ　配当の条件

①カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所の上場承認を得られること及び②新規

上場に際してカーブスホールディングスの新株式発行が実施される予定である（当該実施のために必要な決定が

なされ、中止されていない。）ことを配当の効力発生の条件とする。
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